
保険料率 保険料

第１段階

●生活保護を受給している人

●世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人

●世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が

　８０万９千円以下の人

×０．２８５ ２２，９００円

第２段階
●世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が

　８０万９千円超１２０万円以下の人
×０．４８５ ３８，９００円

第３段階
●世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が

　１２０万超の人
×０．６８５ ５５，０００円

第４段階
●世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、

　前年の合計所得金額＋課税年金収入金額が８０万９千円以下の人
×０．９ ７２，３００円

第５段階
●世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、

　第４段階以外の人
基準額 ８０，４００円

第６段階
●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

　１２０万円未満の人
×１．２ ９６，５００円

第７段階
●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

　１２０万円以上２１０万円未満の人
×１．３ １０４，６００円

第８段階
●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

　２１０万円以上３２０万円未満の人
×１．５ １２０，６００円

第９段階
●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

　３２０万円以上４２０万円未満の人
×１．７ １３６，７００円

第１０段階
●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

　４２０万円以上５２０万円未満の人
×１．９ １５２，８００円

第１１段階
●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

　５２０万円以上６２０万円未満の人
×２．１ １６８，９００円

第１２段階
●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

　６２０万円以上７２０万円未満の人
×２．３ １８５，０００円

第１３段階
●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

　７２０万円以上の人
×２．４ １９３，０００円

所得段階別保険料　　　基準額　８０，４００円（基準月額　６，７００円）

段階・対象者

＊令和６年度から、国の見直し基準に合わせ、段階が１３段階になり、保険料率も一部改定となりました。


